
横断工作物情報図の公表について

平成１８年８月１４日に、東京都・千葉県境の旧江戸川河口付近を航行中のクレーン船が東京
電力㈱の送電線に接触し、首都圏に大規模停電を発生させた事故を踏まえ、再発防止策の一つ
として、船で河川をご利用されます方へ、河川における横断工作物（川を横断する橋、電線等）の
情報を、全国の河川を管理する事務所において「横断工作物情報図」として備え置き、配布してお
ります。

この情報図は、船を航行される際の航路確認に役立つほか、河川でレジャーを楽しまれる方に
も広くご活用いただけます。ご希望の方は、下にある各地方整備局の配布箇所一覧をご覧いただ
き、情報図を配布している事務所をご確認ください。
※横断工作物情報図は、一定の管理下において公表を行っているため、ウェブサイト上での公表及び配布は行って
おりませんので、ご希望の際は、情報図を備え置いている事務所までお越し下さい。

横断工作物情報図

○船舶による航行が可能な区間に設置された横断工作物を一覧として別紙２－１に掲載し、項目として「河川名」「工作物の名
称」「位置（所在、河口からの距離）」「高さ」を公表している
○別紙２－１の情報を別紙２－２に絵で表示
○横断工作物情報図で掲載する区間は船舶が航行可能な区間に限られ、ここに掲載されていない区間は原則として航行不能
※詳しい説明は、添付して配布される取扱説明書を参照のこと

公表資料概要

番号 河川名 横断工作物（占用施設名）
又は航行不能理由

施設位置又は航行不能箇所 高さ 備考

①－１ ○○川 送電線 左岸：○○市○○地先

右岸：○○市○○地先

-0.4km 29.20m

本局掲載広告



配布箇所

活用方法

別紙「管内配布箇所一覧」をご覧ください。どの河川の情報図がどの事務所で配布して
いるかがお分かりいただけます。
配布している事務所で同一水系内すべての河川の横断工作物情報図が入手できます。
※下記事務所で配布している情報図は、一級河川に係る区間のものです。
二級河川の情報図は、その河川を管理する各都道府県又は政令指定都市にお問い合わせ下さい。

河川でクレーン船等の作業船を航行させる際、横
断工作物の位置や高さを確認することで安全な
航行にご活用いただけます。

送電線や橋梁などの横断工作物の情報のほか、
堰・水門等の河川管理施設の位置や水深が不足
している区域の情報も掲載されているので、カ
ヌーや水上オートバイ等でレジャーを楽しむ場合
の安全確保にもご活用いただけます。

河川の上空に範囲が及ぶレ
ジャーや長い竿を使う釣りな
どを楽しむ際の安全確保に
もご活用いただけます。

入手方法

○船の航行や
レジャー等によ
り希望される方

○河川を管理す
る事務所に出向
く

○横断工作物情
報図を入手

○安全な船の航
行や川のレジャー
に利用

横断工作物情報の提供は、一定の管理下において行う必要があることから、事務所が備える配布簿に情
報図を入手される方の氏名、連絡先をご記入頂くようお願いしております。

また、情報図の無断複製及び無断転載は禁止とさせて頂いておりますので、必要な部数を担当者にお申
し付け下さい。

河川の利用に際しては、地域住民の方や他の利用者の方の迷惑にならないよう、ルールとマナーを
守りましょう。

中国地方整備局 河川部 水政課 行政第一係 TEL ０８２－２２１－９２３１（代）問い合わせ先

中国地方以外の各地方への問い合わせが必要な方は下記URLよりご確認願います。
https://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/riyou/kasen_riyou/oudan/index.html



別紙

事務所・出張所名 担当河川 管理延長 担当課又は係 連絡先（代表） 住所

占用調整課 0857-22-8435 鳥取県鳥取市田園町4-400

千代川 26.0

袋川 9.9

新袋川 3.2

八東川 1.3

袋川 3.2

神護川 1.6

古神護川 0.1

河川管理課 0858-26-6221 鳥取県倉吉市福庭町1-18

天神川 14.6

小鴨川 16.2

国府川 8.9

三徳川 2.2

流域治水課 0859-27-5484 鳥取県米子市古豊千678

日野川 17.0

法勝寺川 10.9

印賀川 4.8

中原川 1.6

秋原川 0.4

占用調整課 0855-22-2480 島根県浜田市相生町 3973

江の川 28.8 江の川下流出張所 0855-52-2926 島根県江津市渡津町2011-2

江の川 57.5 川本出張所 0855-72-0431 島根県邑智郡川本町大字因原24

高津川 14.2

高津川派川 2.8

白上川 2.0

匹見川 1.0

占用調整課 0853-21-1850 島根県出雲市塩冶有原町５-１

斐伊川
（中海・境水道）

39.9 中海出張所 0854-23-7433 島根県安来市東赤江町福井1637

斐伊川
（中海・宍道湖・
大橋川）

32.1

剣先川 3.7

八間川 0.7

斐伊川
（本川・宍道湖）

35.4 平田出張所 0853-63-2524 島根県出雲市西平田町58

斐伊川放水路 4.1

神戸川 12.0

神戸川 11.8

角井川 1.6

斐伊川 11.4

槻ノ屋川 0.9

下布施川 1.6

八代川 0.6

三沢川 0.2

奥下布施川 1.3

占用調整課 086-223-5101 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号

吉井川 21.9 西大寺出張所 086-942-2497 岡山県岡山市東区金岡東町1丁目7-8

吉井川 10.9

金剛川 3.8

旭川 17.5 旭川出張所 086-272-0125 岡山県岡山市中区藤原西町2丁目3-30

百間川 12.9 百間川出張所 086-277-7469 岡山県岡山市中区沖元地先

高梁川 26.5

小田川 11.4

占用調整課 084-923-2620 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

芦田川 33.7

高屋川 5.9

芦田川 9.3 芦田川河口堰管理支所 084-953-8048 広島県福山市箕島町字釣ヶ端山367-3

管内配布箇所一覧

天神川出張所

流域治水課

高津川出張所

大橋川出張所

占用調整課

志津見ダム管理支所

尾原ダム管理支所

坂根出張所

芦田川出張所

福山河川国道事務所

084-923-8478 広島県福山市南本庄5丁目3-12

岡山河川事務所

0869-66-7631 岡山県備前市坂根字土井502-3

086-465-1763 岡山県倉敷市西阿知町西原793高梁川出張所

出雲河川事務所

0852-22-2280 島根県松江市東津田町2338

0854-73-0222 島根県飯石郡飯南町角井1891-20

0854-48-0780 島根県雲南市木次町平田211-5

0853-21-1850 島根県出雲市塩冶有原町５-１

浜田河川国道事務所

0856-22-0533 島根県益田市高津1丁目6-1

日野川河川事務所

0859-27-3464 鳥取県米子市古豊千678

0859-87-0311 鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山112-10菅沢ダム管理支所

倉吉河川国道事務所

0858-23-6551 鳥取県倉吉市見日町123

鳥取河川国道事務所

0857-58-0581 鳥取県鳥取市国府町殿206-4殿ダム管理支所

河原流域治水
出張所

0858-85-0517 鳥取県鳥取市河原町長瀬56-1



事務所・出張所名 担当河川 管理延長 担当課又は係 連絡先（代表） 住所

占用調整課 0824-63-4121 広島県三次市十日市西6丁目2-1

江の川 41.3

神野瀬川 5.5

馬洗川 5.8

西城川 1.3

江の川 24.0 吉田流域治水出張所 0826-42-0770 広島県安芸高田市吉田町常友１２００

上下川 11.7

杉谷川 0.9

大谷川 1.3

田総川 4.4

木屋川 1.0

占用調整課 082-221-2436 広島県広島市中区八丁堀3番20号

太田川 16.5

旧太田川 8.7

天満川 6.4

元安川 5.4

古川 7.2

戸坂川 0.1

太田川 25.1

三篠川 9.5

根谷川 5.4

太田川 32.2

滝山川 4.9

小瀬川 13.4 小瀬川出張所 0827-52-2245 山口県岩国市小瀬字沖原282-6

河川管理課 0835-22-1785 山口県防府市国衙1丁目10番20号

佐波川 27.9 佐波川出張所 0835-22-0898 山口県防府市古祖原18-43

島地川 6.6 島地川ダム管理支所 0834-67-2878 山口県周南市大字高瀬257

山口河川国道事務所

太田川河川事務所

占用調整課

082-812-2216 広島県広島市安佐北区可部2丁目22-7

三次河川国道事務所

0824-44-4360 広島県三次市三良坂町仁賀1575灰塚ダム管理支所

0824-63-4121 広島県三次市十日市西６丁目2-1

0826-22-1521 広島県山県郡安芸太田町加計886-2加計出張所

可部出張所

大芝出張所 082-237-3404 広島県広島市西区大芝3丁目1-1


